
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問合せ＞豊田市環境部環境政策課（加藤、深見）電話:（0565）34-6650 FAX:（0565）34-6759 

SDGs貢献 
 
ポイントを発行すること
で、SDGｓへ積極的に取
り組む店舗として、PR
することができます。 

 

豊田市は、市民のみなさまに SDGsを自分事として感じてもらい、 

ポイントを通じて、SDGsにつながる行動を実践していただくために、 

市内店舗様等と共働で「とよた SDGsポイント」を運用しています。 

御興味ある方は、お気軽にお問合せください。 

職員が直接、説明に伺います。 

 

取 扱 店 舗（一例） 

とよたSDGｓポイント 

取扱いいただける方、詳細についてもう少し詳しくお話を聞きたい方は、 

裏面アンケートを FAX・メールいただくか、直接お電話ください。 

 

かつ雅豊田美里店・吉原店（100P）、紅茶カフェ Prakrti（100P）、ちゃんこ春ノ山（100P）、Cafe Na kappo一期

一会（50P）、つどいの丘レストラン Juju（50P）、韓国料理こやん（10P）、蔵カフェ Que Sera Sera（10P）、彩

花亭（10P）、coffee&bakery ZELKOVA（10P）、Cafe＆bar BooN（10P）、みっていラーメン（10P）、MERCADO

（10P）、台湾ケンさんグループ（10P）、ワイン＆ダイニングツインピークス（10P）、花ごよみ（10P）、和のん（10P）

つたや製菓舗（10P）、お菓子処 まん月（5P）、三好屋顕英（5P）、スマイルサポート豊田（100P）、 ストロベリ

ーパークみふね（50P）、ブルーバード（100P）、あげいし建築工房（100P）  （敬称略、令和３年５月末時点） 

募 集 店 舗 とよた SDGsポイントを取扱いしていただける店舗 
 

① とよた SDGｓポイントの発行 

店舗様が決めた条件を満たしたお客様へポイント発行をしていただきます。 

※例えば、飲食店の場合、注文した料理を食べきったお客様など 

ポイント発行原資分（1ポイント＝1円）ご負担いただきます。 

②  とよたＳＤＧｓポイントの利用 

お客様が支払時にポイントを利用したい場合、１ポイント＝１円としてお支払いに利用していただけま

す。利用されたポイント分の代金は後日豊田市が精算します。 

※ポイント利用のみの店舗登録はできません。 

店舗広告 
 
市の広報媒体やメールマ
ガジン、チラシ、ホーム
ページ等を使って、店舗
様の情報を宣伝します！ 

 

取扱店舗様募集 

顧客獲得 
 
ポイントユーザーは、40
～50 代を中心に３万人
以上います。新規顧客獲
得の可能性があります。 

 



 
環境政策課 行 

FAX:(0565)34-6759 , Email:kansei@city.toyota.aichi.jp 
 

 
 

≪参考≫ 店舗でのポイント発行・利用方法 

①店舗様のタブレット端末を利用 ②店舗専用 QRコードを利用 

専用のアプリを使って、 

お客様の QRコードを読み取る 

ことでポイントの受け渡しが 

できます。 

※カメラ付きタブレット端末等が必要です。 

豊田市が用意したＱＲコードを 

提示することでお客様とポイント 

の受け渡しをすることができます。 

※タブレット等は必要ありません。 

 

とよた SDGｓポイント 

協力店舗様募集に関するアンケート 

当てはまるものにチェックをお願い致します。 

□取扱いを希望する。 

□ポイント制度についてもう少し詳しく話を聞きたい。 

 ※職員が直接お伺いして、詳細についてお話させていただきます。 

事業者名  

代表者名  

担当者名 
 

住所 
〒 

電話番号  

FAX  

メール  

連絡が可能な時間帯  


